
新たな公共交通の仕組み検討支援業務委託 プロポーザル実施要領 

 

 

１ 趣旨 

  本実施要領は、「新たな公共交通の仕組み検討支援業務委託」（以下「本業務」という。）

の受託候補者をプロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により選定するた

めに必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

⑴ 業務名 

新たな公共交通の仕組み検討支援業務委託 

⑵ 業務内容  

別紙「新たな公共交通の仕組み検討支援業務委託 公募仕様書」（以下「仕様書」と

いう。）のとおり 

⑶ 委託期間 

契約締結日から平成 30年３月 30日（金）まで 

⑷ 対象区域 

   沼津市全域 

⑸ 委託料上限額 

２,７７６,０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

⑹ 担当部署（提出先） 

沼津市都市計画部まちづくり政策課公共交通係 担当：林、江藤 

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町 16番１号 ５階 

電 話 055-934-4759（直通） 

ＦＡＸ 055-933-1412 

メール mati-seisaku@city.numazu.lg.jp 

 

３ 参加資格 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴ 沼津市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱（平成４年７月１日施行）の規

定による入札参加停止等の措置を受けていないこと。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

⑶ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続き開始の申し立て、

又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続き開始の申し立

てがなされていないこと。 

⑷ 沼津市暴力団排除条例（平成 24年沼津市条例第 22号）に規定する暴力団員等でなく

排除等の措置を受けていないこと。 

⑸ 同種業務に関し、受託業務実績又はそれに準ずる業務実績があること。ここでいう同

種業務とは、公共交通に係る各種計画策定・調査業務等を広く意味するものとする。 

⑹ 国税及び沼津市税の滞納がないこと。 

 

４ スケジュール 

内  容 実施期間 

実施要領等の公表 平成 29年８月７日(月) 

質問受付期間 平成 29年８月７日(月)から 

平成 29年８月 14日(月)午後５時まで 

質問回答 平成 29年８月 16日(水) 

mailto:mati-seisaku@city.numazu.lg.jp


参加申込及び業務実施体制等提案

書の提出期間 

平成 29年８月 17日(木)から 

平成 29年８月 28日(月)午後５時まで（必着） 

受託候補者選定委員会 平成 29年８月 30日(水) 

審査結果の通知 平成 29年９月１日(金) 

契約締結 平成 29年９月上旬 

 ※1 公表方法は沼津市ホームページへの掲載とする。 

※2上記のスケジュールは変更となる可能性もありますのでご了承下さい。 

 

５ 実施要領等に関する質問の受付及び回答 

⑴ 質問期間 

平成 29年８月７日(月)から平成 29年８月 14日(月)午後５時まで。 

⑵ 質問方法 

質問書（様式１）に質問内容等を記載し、電子メールにより担当部署へ提出すること。

また、提出後には必ず電話による受信確認を行うこと。 

⑶ 回答方法 

全ての質問に対する回答をとりまとめ沼津市ホームページに掲載する。なお、質問 

した者については公表しない。 

 

６ 参加申込及び業務実施体制等提案書の提出 

  本手続は、参加申込及び業務実施体制等提案書を同時に提出するものである。 

⑴ 提出期間 

平成 29年８月 17日(木)から平成 29年８月 28日(月)午後５時まで。（必着） 

⑵ 提出方法 

下記の書類を用意し、原則として電子メールにより担当部署へ提出すること。 

ただし、沼津市入札参加資格者名簿に登録されている事業者は、⑦⑧⑨は不要である。 

また、持参による場合は、事前に担当部署へ連絡するとともに、午前８時 30 分から

午後５時まで（休日を除く。）の間に提出すること。なお、提出にかかる様式等につ

いては、沼津市ホームページからダウンロードすること。 

⑶ 提出書類 

① 参加申込及び業務実施体制等提案書（様式２～４） 

② 本業務実施に当たって基本的な考え方・本業務の進め方（様式自由） 

③ 想定スケジュール（様式自由） 

④ 参考見積書（様式自由） 

⑤ 様式３に記載した業務実績等を確認できる書類 

（ＴＥＣＲＩＳ登録無しの場合） 

⑥ 会社概要（様式は任意だが１種類とする。パンフレット等でも可） 

⑦ 暴力団又は暴力団員等でないこと等に関する表明・確約書（様式５） 

⑧ 財務諸表（直近事業年度の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算

書」） 

⑨ 納税証明書（申込日から３か月以内に発行されたもの。課税のあるもののみ提出。） 

ア 沼津市法人市民税納税証明書（最新の事業年度のもの） 

イ 沼津市固定資産税納税証明書（昨年度のもの） 

ウ 国税納税証明書（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について） 

 ・法人登記している事業者は「その３」又は「その３の３」を提出 

 ・個人事業者の場合は「その３」又は「その３の２」を提出 

⑷ 提出部数 ①～⑤各５部、⑥～⑨各１部 

 



７ 業務実施体制等提案書の作成及び留意事項 

    業務実施体制等提案書の様式については、別添（様式２～４）に示すとおりによる

ものとする。また、様式３及び様式４、上記６(３)提出書類の②、③、⑤については、

記載する際、提出者を特定することができる内容の記述（具体的な社名等）を記載し

てはならない。記載のあった場合には、無効とし選定しない。 

    ※提案書は、カラー可とし、文字サイズの制限はない。 

 

記載事項 内容に関する留意事項 

提
案
者
能
力
（
企
業
） 

１ 同種業務の実績 ・提案者における同種業務等の実績について記載すること。 

・記載様式は様式３とし、１業務につきＡ４判１枚以内に記

載すること。 

・図面・写真等を引用する場合は、様式の他に、Ａ４判１枚

以内に記載すること。 

２ 本業務実施に当 

たって基本的な考

え方 

・本業務を実施する上で特に重視する点等の基本的な考え方 

を記載すること。 

 

３ 本業務の進め方 ・下記業務の進め方をできるだけ具体的に記載すること。 

⑴研究会の運営支援。 

⑵公共交通の課題抽出、精査。 

⑶先進事例調査。 

⑷公共交通維持改善案の策定。 

・記載様式は特に定めないが、Ａ４判１枚に記載する。 

業
務
実
施
体
制 

４ 想定スケジュー

 ル 

・本業務委託全体の想定スケジュールを具体的に記載するこ 

と。 

・記載様式は特に定めないが、Ａ４判１枚に記載する。 

５ 本業務を遂行す

る人員及び体制の

確保 

・本業務の実施体制について記載すること。 

・管理責任者、担当技術者の役割分担について明確に記載す

ること。 

・管理責任者、担当技術者における同種業務の実績について

記載すること。又は、この他、本業務に有益と思われる業

務実績について記載すること。 

・記載様式は様式４とする。 

参考見積書 ・本業務に係る経費の合計金額（消費税及び地方消費税を含 

む。）及び内訳を記載した参考見積書を提出すること。 

・記載様式は特に定めない。 

【上記様式３に記載した業務実績等を確認できる書類】 

提案者（企業）の業務実績が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調

査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」に登録され、業務の内容が確認でき

る場合は、確認書類の提出の必要はない。 

ＴＥＣＲＩＳに登録のない場合には、提案者において、過去に受注した業務実績と

して記載した業務について、その業務に係る契約書及び業務概要の確認できる資料の

写しを提出すること。 

 

 

 



８ 受託候補者の選定 

⑴ 選定手順 

① 市が設置する受託候補者選定委員会において、提出された書類をもとに、評価基

準（別紙）により評価した評価点が最も上位の者を受託候補者として選定する。 

※ 委員会当日における提案者による説明は不要であり、ヒアリングも行わない。 

② 何らかの事由により業務を履行することが困難となった場合は、次に評価点が上

位であった者から順に協議を行う。 

⑵ 結果通知 

平成 29 年９月１日(金)に提案者全員に電子メールで通知するとともに、受託候補者

と選定された者を沼津市ホームページに掲載する。なお、申し出があった場合には、

不採用理由の説明に応じるものとする。 

 

９ 失格要件 

契約締結までの間に、次のいずれかに該当した場合は、当該参加者を失格とする。 

⑴ 参加資格を満たさなくなった場合。 

⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

⑶ 提出書類が期限までに提出されなかった場合。 

⑷ 提出書類に不備や錯誤等があり、再提出を求めたのにもかかわらず、期限までに提出

されなかった場合。 

⑸ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

⑹ 第三者の著作権等を侵害する行為があった場合。 

 

10 契約の締結等 

  受託候補者として選定された後、仕様に関する具体的な協議を行う。これにより、見

積額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行う場合がある。この協議成

立後、沼津市契約規則により契約の締結を行う。 

 

11 その他留意事項 

⑴ 本プロポーザルに要する一切の経費は、参加者の負担とする。 

⑵ 業務実施体制等提案は、１者につき１案とする。 

⑶ 書類提出後の修正や変更は一切認めない。 

⑷ 提出された書類は返却しない。 

⑸ 提出された書類の知的財産権は、受託者の提出書類を除き、それぞれの提出者に帰属

するものとする。 

⑹ 技術者は、病休、退職等の極めて特別な事由が生じた場合を除き、変更してはならな

い。 

⑺ 本プロポーザルで提出された書類等については公表しないが、情報公開請求があった

場合、沼津市情報公開条例に基づき公開する場合がある。 

⑻ 本プロポーザルの結果については、本業務委託契約締結後に閲覧できるものとする。 


